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提案理  

地方税法の改正 伴い 本条例 必要 改正をするため 提案する  
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二宮町税条例 一部を改正す 条例 

 

二宮町税条例 昭和50年二宮町条例第15号 一部を次 う 改正す  

附則第15項第 号を削 同項第 号中 第 号 を 第 号 改め 同号を同項第

号 し 同項第 号中 第33項 を 第30項 改め 同号を同項第 号 し 同項第

号中 第33項 を 第30項 改め 同号を同項第 号 し 同項第 号中 第33項

を 第30項 改め 同号を同項第 号 し 同項第 号中 第33項 を 第30項 改

め 同号を同項第 号 し 同項第 号を削 同項第 号中 第33項 を 第30項

改め 同号を同項第 号 し 同項第10号中 第33項 を 第30項 改め 同号を同項

第 号 し 同項第11号中 第33項 を 第30項 改め 同号を同項第 号 し 同項

第12号中 第33項 を 第30項 改め 同号を同項第10号 し 同項第13号中 第33

項 を 第30項 改め 同号を同項第11号 し 同項第14号中 第44項 を 第38項

改め 同号を同項第12号 し 同項第15号中 第45項 を 第39項 改め 同号を同

項第13号 し 同項第16号中 第47項 を 第41項 改め 同号を同項第14号 し 同

項第17号中 第 項 を 第 項 改め 同号を同項第15号 し 同項 次 号を加

え  

(16) 法附則第62条 規定す 条例 定め 割合 零 す  

附則第21項中 令和 年 月30日 を 令和 年 月31日 改め  

 

附 則 

 施行期日  

 こ 条例 公布 日 施行す  

 経過措置  

 改正後 二宮町税条例 規定 公布 日 適用し 令和元年度分ま つい

従前 例  
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議案第 号 二宮町税条例 一部を改正 条例 新旧対照表  

改正後 改正前 

附 則 附 則 

～14 略  ～14 略  

固定資産税 課税標準 特例  固定資産税 課税標準 特例  

15 法附則第15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲  15 法附則第15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲  

( ) 略  ( ) 略  

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ( ) 法附則第15条第 項第 号 規定 条例 定 割合 分  

( ) 法附則第15条第 項第 号 規定 条例 定 割合 分  ( ) 法附則第15条第 項第 号 規定 条例 定 割合 分  

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第33項第 号イ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第33項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ハ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第33項第 号ハ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ニ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第33項第 号ニ 規定 条例 定 割合 分

 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

( ) 法附則第15条第33項第 号ホ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定 条例 定 割合 12分

 

( ) 法附則第15条第33項第 号イ 規定 条例 定 割合 12分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

(10) 法附則第15条第33項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

( ) 法附則第15条第30項第 号イ 規定 条例 定 割合 分

 

(11) 法附則第15条第33項第 号イ 規定 条例 定 割合 分

 

(10) 法附則第15条第30項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

(12) 法附則第15条第33項第 号ロ 規定 条例 定 割合 分

 

(11) 法附則第15条第30項第 号ハ 規定 条例 定 割合 分

 

(13) 法附則第15条第33項第 号ハ 規定 条例 定 割合 分

 

(12) 法附則第15条第38項 規定 条例 定 割合 分  (14) 法附則第15条第44項 規定 条例 定 割合 分  

(13) 法附則第15条第39項 規定 条例 定 割合 分  (15) 法附則第15条第45項 規定 条例 定 割合 分  

(14) 法附則第15条第41項 規定 条例 定 割合 零  (16) 法附則第15条第47項 規定 条例 定 割合 零  

(15) 法附則第15条 第 項 規定 条例 定 割合 分  (17) 法附則第15条 第 項 規定 条例 定 割合 分  
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改正後 改正前 

(16) 法附則第62条 規定 条例 定 割合 零  ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16～20 略  16～20 略  

環境性能割 非課税  環境性能割 非課税  

21 法第451条第 項第 号 同条第 項 い 準用 場合を含 規定

輪 軽自動車 自家用 限 項 い 同 対

当該 輪 軽自動車 取得 和元年10月 日 和 年 月31日ま

間 附則第30項 い 特定期間 いう 行わ た 限 軽自動車税

環境性能割を課さ い  

21 法第451条第 項第 号 同条第 項 い 準用 場合を含 規定

輪 軽自動車 自家用 限 項 い 同 対

当該 輪 軽自動車 取得 和元年10月 日 和 年 月30日ま

間 附則第30項 い 特定期間 いう 行わ た 限 軽自動車税

環境性能割を課さ い  

22～29 略  22～29 略  

 


